
○岡山芸術創造劇場条例施行規則 

令和２年１１月１１日 

市規則第２２０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山芸術創造劇場条例（令和２年市条例第５１号。以下「条例」と

いう。）の施行について，必要な事項を定めるものとする。 

（休館日等） 

第２条 岡山芸術創造劇場（以下「劇場」という。）の休館日及び開館時間は，次のとお

りとする。ただし，市長が特に必要があると認めるときは，これらを変更することがで

きる。 

（１） 休館日 １２月２８日から翌年１月４日まで 

（２） 開館時間 午前９時から午後１０時まで 

（指定管理者の指定の申請） 

第３条 条例第４条第１項の規定による申請は，岡山芸術創造劇場指定管理者指定申請書

（様式第１号）を市長に提出して行わなければならない。 

２ 条例第４条第１項に規定するその他規則で定める書類は，次に掲げる書類とする。 

（１） 定款，規約又はこれらに準ずる書類 

（２） 経営状況を明らかにする書類 

（３） 法人登記簿等の登記事項証明書 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（事業報告書の記載事項） 

第４条 条例第６条第３号に規定するその他規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。 

（１） 使用料の減免及び還付の状況 

（２） その他市長が必要と認める事項 

（使用許可の申請） 

第５条 条例第７条の規定により使用の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は，岡山芸術創造劇場使用許可申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書の受付は，次の表の左欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる使用の目



的に応じ，同表の右欄に定める日から行う。ただし，大劇場，中劇場，小劇場又は大練

習室に付随して他の施設も使用する場合は，当該付随して使用する施設に係る申請書の

受付を同時に行うことができる。 

大劇場 文化芸術の振興 使用する月の１５月前の月の初日 

文化芸術の振興以外 使用する月の１４月前の月の初日 

中劇場 小劇場 大

練習室 

文化芸術の振興 使用する月の１３月前の月の初日 

文化芸術の振興以外 使用する月の１２月前の月の初日 

練習室 中楽屋 文化芸術の振興 使用する月の６月前の月の初日 

文化芸術の振興以外 使用する月の３月前の月の初日 

３ 市が主催する事業若しくは指定管理者が実施する事業のうち市長が認めたものに使用

するとき又は市長が特に必要があると認めたときは，前項の規定にかかわらず，市長が

認めるときから第１項の申請書を受け付ける。 

（使用許可） 

第６条 市長は，劇場の使用を許可するときは，岡山芸術創造劇場使用許可書（様式第３

号）を申請者に交付するものとする。 

２ 使用許可の順位は，前条第１項の申請書の受付順とする。ただし，市長が特に必要が

あると認めるときは，この限りでない。 

（使用期間） 

第７条 劇場の使用は，引き続き３５日を超えることができない。ただし，市長が特に必

要があると認めるときは，この限りでない。 

（使用許可の変更） 

第８条 条例第７条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が同項の規定に

より許可を受けた事項を変更しようとするときは，岡山芸術創造劇場使用許可変更申請

書（様式第４号）に第６条第１項の使用許可書を添えて，市長に提出しなければならな

い。ただし，使用日の変更申請は１回に限るものとする。 

（使用料の減免） 

第９条 条例第１２条の規定により使用料を減免することができる場合及び減免する使用

料の額は，次の表のとおりとする。 



使用料を減免することができる場合 減免する使用料の額 

市が主催する事業又は指定管理者が実施する

事業のうち文化芸術の振興を目的とするもの

に使用するとき 

条例第１１条第１項及び第３項の使用料の全

額 

文化芸術の振興を目的とする団体として市長

が認定した文化芸術団体が当該目的のために

行う行事に中劇場を使用するとき及び学生が

学校外文化芸術行事に中劇場を使用するとき 

条例第１１条第１項の使用料のうち中劇場に

係る使用料の３０％の額 

備考 この表において「学生」とは，学校教育法（昭和２２年法律２６号）第１条に規

定する学校の幼児，児童，生徒及び学生をいう 

２ 条例第１２条の規定により使用料の減免を受けようとする者は，第５条第１項の申請

書を提出する際に岡山芸術創造劇場使用料減免申請書（様式第５号）を市長に提出しな

ければならない。 

（使用料の還付） 

第１０条 条例第１３条ただし書に規定する規則で定める事由及びその還付額は，次のと

おりとする。 

（１） 災害又は不可抗力により，劇場を使用できなくなった場合 全額 

（２） 使用日の９月前までに大劇場，中劇場，小劇場及び大練習室の使用許可の取消

しを申し出た場合 ５割 

（毀損等の届出） 

第１１条 劇場の施設等を毀損し，汚損し又は滅失した者は，速やかにその旨を市長に届

け出て，その指示に従わなければならない。 

（職員の立入り） 

第１２条 使用者は，職員が職務執行のため使用施設に入場するときは，これを拒むこと

はできない。 

（原状回復の点検） 

第１３条 使用者は，条例第１８条第１項の規定により劇場を原状に復したときは，職員

の点検を受けなければならない。 



（その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この規則は，条例の施行の日から施行する。 



 



 



 



 




